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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スマートグリッドネットワーク上に接続された共有蓄電装置に対する蓄電を目的とした
、ユーザを特定した電力供給の要求を任意のスマートメータから受け付ける電力供給要求
受付手段と、
　電力供給の要求を受け付けた場合に、前記共有蓄電装置の蓄電量状況を調査し、蓄電残
容量に余裕がある場合に電力供給の許可を要求元の前記スマートメータに応答する電力供
給応答手段と、
　電力供給を許可する場合に、蓄電を行う前記共有蓄電装置を選択し、電力の蓄電を制御
する蓄電制御手段と、
　蓄電した電力量を前記ユーザ毎に記録する記録手段と、
　ユーザを特定した電力調達の要求を任意のスマートメータから受け付ける電力調達要求
手段と、
　電力調達の要求を受け付けた場合に、要求するユーザの現時点での未使用の蓄電量の範
囲内で電力調達の許可を要求元の前記スマートメータに応答する電力調達応答手段と、
　電力調達を許可する場合に、前記ユーザの現時点での未使用の蓄電量の範囲内で前記共
有蓄電装置から電力供給を行い、前記ユーザ毎の蓄電した電力量の記録を更新する電力返
却手段と
を備え、
　前記電力供給応答手段および前記電力調達応答手段は、スマートメータアドレスにより
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電力距離を把握し、要求元のスマートメータと電力距離の近い他のスマートメータから優
先して、または電力距離に応じたゾーン毎に設定された選択確率に基づいて、要求を満た
すための他のスマートメータを選択する
ことを特徴とする電力ネットワークシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載の電力ネットワークシステムにおいて、
　ユーザの希望する条件で当該ユーザの蓄電量から売電を行う売電手段
を備えたことを特徴とする電力ネットワークシステム。
【請求項３】
　請求項１または２のいずれか一項に記載の電力ネットワークシステムにおいて、
　他の電力調達要求元に対し前記共有蓄電装置に蓄電された電力を供給する電力供給手段
を備えたことを特徴とする電力ネットワークシステム。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の電力ネットワークシステムにおいて、
　前記電力供給応答手段は、前記共有蓄電装置の蓄電残容量に余裕がある場合と、蓄電残
容量に余裕がないが、電力調達の要求が来ていて電力供給が可能な場合とにおいて、電力
供給の許可を要求元の前記スマートメータに応答し、
　前記蓄電制御手段は、前記共有蓄電装置に対する蓄電を行わない
ことを特徴とする電力ネットワークシステム。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の電力ネットワークシステムにおいて、
　前記電力返却手段は、電力調達を許可する場合に、前記共有蓄電装置の蓄電量が不足す
る場合に、前記共有蓄電装置以外の電力供給源から電力供給を行う
ことを特徴とする電力ネットワークシステム。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の電力ネットワークシステムにおいて、
　前記電力供給応答手段および前記電力調達応答手段は、要求元のスマートメータとの電
力距離および要求頻度に応じた確率に基づいて、要求を満たすための他のスマートメータ
を選択する
ことを特徴とする電力ネットワークシステム。
【請求項７】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の電力ネットワークシステムにおいて、
　前記電力供給応答手段および前記電力調達応答手段は、スマートメータを管理するユー
ザにより設定される確率に基づいて、要求を満たすための他のスマートメータを選択する
ことを特徴とする電力ネットワークシステム。
【請求項８】
　スマートグリッドネットワーク上に接続された共有蓄電装置に対する蓄電を目的とした
、ユーザを特定した電力供給の要求を任意のスマートメータから受け付ける電力供給要求
受付手段と、
　電力供給の要求を受け付けた場合に、前記共有蓄電装置の蓄電量状況を調査し、蓄電残
容量に余裕がある場合に電力供給の許可を要求元の前記スマートメータに応答する電力供
給応答手段と、
　電力供給を許可する場合に、蓄電を行う前記共有蓄電装置を選択し、電力の蓄電を制御
する蓄電制御手段と、
　蓄電した電力量を前記ユーザ毎に記録する記録手段と、
　ユーザを特定した電力調達の要求を任意のスマートメータから受け付ける電力調達要求
手段と、
　電力調達の要求を受け付けた場合に、要求するユーザの現時点での未使用の蓄電量の範
囲内で電力調達の許可を要求元の前記スマートメータに応答する電力調達応答手段と、
　電力調達を許可する場合に、前記ユーザの現時点での未使用の蓄電量の範囲内で前記共
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有蓄電装置から電力供給を行い、前記ユーザ毎の蓄電した電力量の記録を更新する電力返
却手段と
を備え、
　前記電力供給応答手段および前記電力調達応答手段は、スマートメータアドレスにより
電力距離を把握し、要求元のスマートメータと電力距離の近い他のスマートメータから優
先して、または電力距離に応じたゾーン毎に設定された選択確率に基づいて、要求を満た
すための他のスマートメータを選択する
ことを特徴とする電力ネットワーク制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電力供給の制御技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　昨今のエネルギー問題への関心の高まりにより、太陽光発電等による発電装置を所有す
る家庭が増えてきている。
【０００３】
　太陽光発電では日射量の多い日中にしか発電が行えないため、蓄電装置（バッテリ）に
蓄電を行ない、夜間や曇りの日にも電力を使用できるようにしたり、電力の価格が上がる
時間帯までずらして売電を行ったりすることが行われている（特許文献１等を参照。）。
なお、太陽光発電に限らず、蓄電装置を用いることは、発電装置の運転および電力使用の
効率化・円滑化に有効である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１３０６１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したように蓄電装置を用いることは有効であるが、一般に蓄電装置は高価であり、
一般ユーザが購入して設置するには敷居が高い。
【０００６】
　また、蓄電装置は大容量になればなるほど単位容量当たりの価格は低下するが、自宅の
発電能力を超える容量の蓄電装置では、容量を使い切れず無駄が多い。反面、自宅の発電
能力を下回る容量の蓄電装置では電力の有効利用が図れない場合が生ずる。
【０００７】
　更に、自宅で蓄電した電力は自宅でしか使用することができず、電気自動車等を所有す
る場合に外出先で自分の蓄電分を使用するといったニーズに応えることはできない。
【０００８】
　本発明は上記の従来の問題点に鑑み提案されたものであり、その目的とするところは、
蓄電装置のシェアを可能とすることで、蓄電装置を所有していないユーザであっても蓄電
が行えるとともに、大容量の蓄電装置の普及を促進することのできる電力ネットワークシ
ステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決するため、本発明にあっては、スマートグリッドネットワーク上に接
続された共有蓄電装置に対する蓄電を目的とした、ユーザを特定した電力供給の要求を任
意のスマートメータから受け付ける電力供給要求受付手段と、電力供給の要求を受け付け
た場合に、前記共有蓄電装置の蓄電量状況を調査し、蓄電残容量に余裕がある場合に電力
供給の許可を要求元の前記スマートメータに応答する電力供給応答手段と、電力供給を許
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可する場合に、蓄電を行う前記共有蓄電装置を選択し、電力の蓄電を制御する蓄電制御手
段と、蓄電した電力量を前記ユーザ毎に記録する記録手段と、ユーザを特定した電力調達
の要求を任意のスマートメータから受け付ける電力調達要求手段と、電力調達の要求を受
け付けた場合に、要求するユーザの現時点での未使用の蓄電量の範囲内で電力調達の許可
を要求元の前記スマートメータに応答する電力調達応答手段と、電力調達を許可する場合
に、前記ユーザの現時点での未使用の蓄電量の範囲内で前記共有蓄電装置から電力供給を
行い、前記ユーザ毎の蓄電した電力量の記録を更新する電力返却手段とを備え、前記電力
供給応答手段および前記電力調達応答手段は、スマートメータアドレスにより電力距離を
把握し、要求元のスマートメータと電力距離の近い他のスマートメータから優先して、ま
たは電力距離に応じたゾーン毎に設定された選択確率に基づいて、要求を満たすための他
のスマートメータを選択する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の電力ネットワークシステムにあっては、蓄電装置のシェアを可能とすることで
、蓄電装置を所有していないユーザであっても蓄電が行えるとともに、大容量の蓄電装置
の普及を促進することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態にかかる電力ネットワークシステムの構成例を示す図である
。
【図２】事業者の運用する制御装置の管理するデータの例を示す図である。
【図３】スマートグリッドネットワークにおける電圧維持の概念を示す図である。
【図４】実施形態の処理例を示すフローチャート（その１）である。
【図５】実施形態の処理例を示すフローチャート（その２）である。
【図６】電力距離の把握のための階層化アドレスの設定の例を示す図である。
【図７】階層化アドレスによる電力距離の把握の例を示す図である。
【図８】電力距離に基づくスマートメータの選択の処理例を示すフローチャートである。
【図９】電力距離に応じた選択確率に基づくスマートメータの選択の処理例を示すフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の好適な実施形態につき説明する。
【００１３】
　＜構成＞
　図１は本発明の一実施形態にかかる電力ネットワークシステムの構成例を示す図である
。なお、図中の要素間を結ぶ線は電力供給とデータ通信を兼ねるものとしている。
【００１４】
　図１において、送電網と情報通信網を統合したスマートグリッドネットワーク１には、
事業者２の制御装置２１が接続されるとともに、スマートメータ２２を介して発電装置２
３および蓄電装置２４が接続されている。発電装置２３としては、任意の時点で稼動して
発電を行うことのできるタービン発電機等を想定している。
【００１５】
　また、スマートグリッドネットワーク１には、電力会社等が運用する大規模発電所３も
接続されている。
【００１６】
　また、スマートグリッドネットワーク１には、ユーザ宅４Ａ、４Ｂ、４Ｃ、・・のスマ
ートメータ４１Ａ、４１Ｂ、４１Ｃ、・・が接続されている。ユーザ宅４Ａでは、スマー
トメータ４１Ａに発電装置４２Ａと蓄電装置４３Ａと電気製品４４Ａが接続されている。
ユーザ宅４Ｂでは、スマートメータ４１Ｂに発電装置４２Ｂと電気製品４４Ｂが接続され
ている。ユーザ宅４Ｃでは、スマートメータ４１Ｃに電気製品４４Ｃが接続されている。
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【００１７】
　また、スマートグリッドネットワーク１には、電気自動車等の充電サービスを行うサー
ビスステーション５のスマートメータ５１が接続され、スマートメータ５１には充電装置
５２が接続されている。なお、充電装置５２は急速充電等の制御を行うためのものであり
、電気自動車等の側に充電制御機能を有していれば、単に電力線に接続するための設備が
あればよい。また、電気自動車等の充電サービスは、専用のサービスステーション５に限
られるものではなく、他のユーザ宅や職場やホテル等、スマートグリッドネットワーク１
に接続できる環境であれば提供することができる。更に、電気自動車等への充電だけでな
く、電気自動車等からの放電（電力共有）についても、スマートグリッドネットワーク１
に接続できる環境であれば、どこからでも行うことができる。
【００１８】
　なお、上記の構成要素のうち、制御装置２１は、一般的なコンピュータと同様の構成を
有している。また、スマートメータ４１Ａ～４１Ｃ、５１は、一般的なコンピュータと同
様の構成のほかに、通過する電力量を計測する機能を有しており、ホームゲートウェイ、
電力メータ、ＨＥＭＳ（Home Energy Management System）コントローラ等としての役割
を担う。
【００１９】
　図２は事業者２の運用する制御装置２１の管理するデータの例を示す図である。
【００２０】
　図２において、制御装置２１は、サービス対象のユーザ毎に「ユーザＩＤ」「スマート
メータＩＤ」「スマートメータアドレス」「選択確率／応答確率」「蓄電量」「売電条件
」「売電量、コスト」「購入条件」「購入量、コスト」等の項目のデータを保持している
。「ユーザＩＤ」は、ユーザを識別する情報である。「スマートメータＩＤ」は、ユーザ
の管理下にあるスマートメータを特定する情報である。「スマートメータアドレス」は、
スマートメータのスマートグリッドネットワーク１内での接続階層に対応した情報である
。なお、「スマートメータＩＤ」に「スマートメータアドレス」の階層情報を持たせるこ
とにより、「スマートメータアドレス」を省略することもできる。「選択確率／応答確率
」は、当該スマートメータが、電力供給要求が出された場合の調達側や電力調達要求が出
された場合の供給側に選ばれる確率、ないしは選ばれる前提としての問い合わせに応答す
る確率をユーザに設定させる場合の設定情報である。
【００２１】
　「蓄電量」は、当該ユーザの現時点の蓄電量（蓄電した電力量から使用した電力量を引
いた値）である。「売電条件」は、当該ユーザが自己の蓄電分から売電を望む場合の、価
格や時間帯や電力量等の条件である。「売電量、コスト」は、売電が行われた場合の売電
量およびコスト（対価）である。「購入条件」は、当該ユーザが他から電力を購入する場
合の、価格や時間帯や電力量等の条件である。「購入量、コスト」は、電力の購入が行わ
れた場合の購入量およびコスト（対価）である。
【００２２】
　また、制御装置２１は、共有された蓄電装置（共有蓄電装置）毎に「蓄電装置ＩＤ」「
蓄電量、蓄電残容量」「スマートメータＩＤ」「所有ユーザＩＤ」等の項目のデータを保
持している。「蓄電装置ＩＤ」は、蓄電装置を識別する情報である。なお、共有される蓄
電装置は、ユーザの所有にかかるものである場合は事前に事業者２側と契約が行われたも
のである。「蓄電量、蓄電残容量」は、当該蓄電装置の現時点の蓄電量および蓄電残容量
（全容量から蓄電量を引いたもの）である。「スマートメータＩＤ」は、当該蓄電装置が
接続されたスマートメータを識別する情報である。「所有ユーザＩＤ」は、当該蓄電装置
を共有のために提供した当該蓄電装置を所有するユーザを識別する情報である。
【００２３】
　また、制御装置２１は、電力の不足分を臨時に補うために利用できるタービン発電装置
等の発電装置毎に「発電装置ＩＤ」「発電条件」「スマートメータＩＤ」等の項目のデー
タを保持している。「発電装置ＩＤ」は、発電装置を識別する情報である。「発電条件」
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は、当該発電装置により発電できる電力量、コスト等の条件である。「スマートメータＩ
Ｄ」は、当該発電装置が接続されたスマートメータを識別する情報である。
【００２４】
　また、制御装置２１は、電力の不足分を臨時に補うとともに、必要に応じて電力を購入
してもらうことのできる電力会社毎に「電力会社ＩＤ」「売電条件」「売電量、コスト」
「購入条件」「購入量、コスト」等の項目のデータを保持している。「電力会社ＩＤ」は
、電力会社を識別する情報である。「売電条件」は、当該電力会社が売電を行う場合の価
格や時間帯や電力量等の条件である。「売電量、コスト」は、売電が行われた場合の売電
量およびコスト（対価）である。「購入条件」は、当該電力会社が電力を購入する場合の
、価格や時間帯や電力量等の条件である。「購入量、コスト」は、電力の購入が行われた
場合の購入量およびコスト（対価）である。
【００２５】
　＜電力供給時と電力調達時の動作＞
　図３はスマートグリッドネットワークにおける電圧維持の概念を示す図である。
【００２６】
　図３において、スマートグリッドネットワーク１は、流入する電力量と流出する電力量
を同じにすることで、一定の電圧に維持される。従って、制御装置２１（図１）は、流入
する電力量と流出する電力量とが同じになるように制御を行うこととなる。なお、電力の
流入および流出はスマートグリッドネットワーク１のどこから行ってもよい。
【００２７】
　図４は上記の実施形態の処理例を示すフローチャートであり、発電装置を有するユーザ
宅４（４Ａ、４Ｂ、・・）からスマートグリッドネットワーク１に電力を供給する場合の
処理例を示している。以下ではユーザ宅４のスマートメータ４１（４１Ａ、４１Ｂ、・・
）の処理と事業者２の制御装置２１の処理に分けて説明する。
【００２８】
　図４において、ユーザ宅４のいずれかにおいて余剰電力の発生等により電力供給のニー
ズが発生して処理を開始すると（ステップＳ１０１）、スマートメータ４１は、ユーザＩ
Ｄと供給条件（供給開始時刻、供給電力量等）を伴う電力供給要求をスマートグリッドネ
ットワーク１を介して制御装置２１に行う（ステップＳ１０２）。なお、ここではユーザ
宅４からの電力供給は全て蓄電を目的とするものとしているが、電力供給要求に蓄電を目
的とするのか、リアルタイムの売電を目的とするのか等の情報を含ませ、その情報に応じ
てその後の処理を切り分けるようにしてもよい。
【００２９】
　次いで、スマートメータ４１は制御装置２１からの応答を受信する（ステップＳ１０３
）。なお、応答には電力供給を許可する応答と拒絶する応答とがある。
【００３０】
　電力供給を拒絶する応答である場合（ステップＳ１０４のＮｏ）、スマートメータ４１
は対応する処理を行う（ステップＳ１０５）。例えば、発電を見送ることのできるタイプ
の発電装置である場合には発電を開始しないか、発電を見送ることのできないタイプの発
電装置である場合には発電電力を廃棄するか、他に利用可能な蓄電装置が存在する場合に
はその蓄電装置に蓄電するか等の対応を行う。
【００３１】
　電力供給を許可する応答である場合（ステップＳ１０４のＹｅｓ）、スマートメータ４
１は、発電装置に発電を行わせ、発電した電力をスマートグリッドネットワーク１に送電
する（ステップＳ１０６）。
【００３２】
　次いで、スマートメータ４１は、電力供給の終了時もしくは電力供給中の適当なタイミ
ングにおいて、ユーザＩＤと供給電力量をスマートグリッドネットワーク１を介して制御
装置２１に通知する（ステップＳ１０７）。
【００３３】
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　一方、事業者２の制御装置２１は、ユーザ宅４からの電力供給要求を受信すると（ステ
ップＳ１１１）、ユーザＩＤが登録されているか否か（サービス提供対象者か否か）を判
断する（ステップＳ１１２）。すなわち、制御装置２１の管理するユーザ毎のデータ（図
２）として該当するユーザＩＤが存在するか否か判断する。
【００３４】
　ユーザＩＤが登録されていないと判断した場合（ステップＳ１１２のＮｏ）、制御装置
２１は、電力供給要求を拒絶する応答を行う（ステップＳ１１３）。
【００３５】
　ユーザＩＤが登録されていると判断した場合（ステップＳ１１２のＹｅｓ）、制御装置
２１は、共有された蓄電装置の蓄電量状況を調査する（ステップＳ１１４）。すなわち、
制御装置２１の管理する共有蓄電装置毎のデータ（図２）の蓄電残容量の総和を取得する
。
【００３６】
　次いで、制御装置２１は、蓄電量状況調査の結果から蓄電残容量に余裕があるか否か、
すなわち要求される電力量よりも蓄電残容量の総和が大きいか否か判断する（ステップＳ
１１５）。
【００３７】
　蓄電残容量に余裕があると判断した場合（ステップＳ１１５のＹｅｓ）、制御装置２１
は、電力供給を許可する応答を行う（ステップＳ１１６）。
【００３８】
　次いで、制御装置２１は、蓄電に用いる蓄電装置（単数もしくは複数）を選択し（ステ
ップＳ１１７）、蓄電を行う（ステップＳ１１８）。
【００３９】
　また、蓄電残容量に余裕がないと判断した場合（ステップＳ１１５のＮｏ）、他へ電力
供給が可能か否か判断する（ステップＳ１１９）。すなわち、他のユーザ宅４やサービス
ステーション５や大規模発電所３から電力調達の要求が来ていないかどうかを、コストを
考慮して判断する。
【００４０】
　他へ電力供給が可能と判断した場合（ステップＳ１１９のＹｅｓ）、制御装置２１は、
電力供給を許可する応答を行う（ステップＳ１２０）。
【００４１】
　次いで、制御装置２１は、他のユーザ宅４やサービスステーション５や大規模発電所３
に電力供給を行う（ステップＳ１２１）。この場合、電力供給元から電力供給先には仮想
的に送電がされているとみることができる。
【００４２】
　他へ電力供給が可能でないと判断した場合（ステップＳ１１９のＮｏ）、制御装置２１
は、電力供給を拒絶する応答を行うか、電力供給を許可する応答を行った上で余剰分の電
力を消費（廃棄）する（ステップＳ１２２）。
【００４３】
　その後、制御装置２１は、スマートメータ４１からのユーザＩＤと供給電力量の通知が
あると、これを受信し、ユーザＩＤと対応付けられた蓄電量（図２）に供給電力量を加算
する（ステップＳ１２３）。ここで、重要なのは、実際に蓄電装置に蓄電を行う場合（ス
テップＳ１１８）のほか、実際には蓄電が行われずに他へ供給される場合（ステップＳ１
２１）や廃棄される場合（ステップＳ１２２）にも、当該ユーザの蓄電量として記録され
る点にある。すなわち、電力供給を許可する場合には、電力供給元のユーザに対しては蓄
電したものとして扱う。
【００４４】
　図５はユーザ宅４（４Ａ、４Ｂ、４Ｃ、・・）もしくはサービスステーション５におい
てスマートグリッドネットワーク１から電力を調達する場合の処理例を示している。
【００４５】
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　図５において、ユーザ宅４もしくはサービスステーション５のいずれかにおいて電力使
用の開始等により電力調達のニーズが発生して処理を開始すると（ステップＳ２０１）、
スマートメータ４１（５１）は、ユーザＩＤと調達条件（調達開始時刻、調達電力量等）
を伴う電力調達要求をスマートグリッドネットワーク１を介して制御装置２１に行う（ス
テップＳ２０２）。
【００４６】
　次いで、スマートメータ４１は制御装置２１からの応答を受信する（ステップＳ２０３
）。なお、応答には電力調達を許可する応答と拒絶する応答とがある。
【００４７】
　電力調達を拒絶する応答である場合（ステップＳ２０４のＮｏ）、スマートメータ４１
は対応する処理を行う（ステップＳ２０５）。例えば、スマートグリッドからの調達を諦
めるか（他の時間にずらす場合を含む）、他に利用可能な蓄電装置があればそこから使用
するとか等の対応を行う。
【００４８】
　電力調達を許可する応答である場合（ステップＳ２０４のＹｅｓ）、スマートメータ４
１は、電気製品等の使用を開始して電力調達を行う（ステップＳ２０６）。
【００４９】
　次いで、スマートメータ４１は、電力調達の終了時もしくは電力調達中の適当なタイミ
ングにおいて、ユーザＩＤと調達電力量をスマートグリッドネットワーク１を介して制御
装置２１に通知する（ステップＳ２０７）。
【００５０】
　一方、事業者２の制御装置２１は、ユーザ宅４からの電力調達要求を受信すると（ステ
ップＳ２１１）、ユーザＩＤが登録されているか否か（サービス提供対象者か否か）を判
断する（ステップＳ２１２）。
【００５１】
　ユーザＩＤが登録されていないと判断した場合（ステップＳ２１２のＮｏ）、制御装置
２１は、電力調達要求を拒絶する応答を行う（ステップＳ２１３）。
【００５２】
　ユーザＩＤが登録されていると判断した場合（ステップＳ２１２のＹｅｓ）、制御装置
２１は、要求された電力量を当該ユーザの蓄電量の範囲内と超過分（範囲内に収まる場合
は超過分なし）に分ける（ステップＳ２１４）。
【００５３】
　当該ユーザの蓄電量の範囲内については、共有された蓄電装置の蓄電量状況を調査する
（ステップＳ２１５）。すなわち、制御装置２１の管理する共有蓄電装置毎のデータ（図
２）の蓄電量の総和を取得する。
【００５４】
　次いで、制御装置２１は、蓄電量状況調査の結果から蓄電量に余裕があるか否か、すな
わち要求される電力量よりも蓄電量の総和が大きいか否か判断する（ステップＳ２１６）
。
【００５５】
　蓄電量に余裕があると判断した場合（ステップＳ２１６のＹｅｓ）、制御装置２１は、
当該ユーザの蓄電分について電力調達を許可する応答を行う（ステップＳ２１７）。
【００５６】
　次いで、制御装置２１は、放電に用いる蓄電装置（単数もしくは複数）を選択し（ステ
ップＳ２１８）、蓄電装置から電力供給（放電）を行う（ステップＳ２１９）。
【００５７】
　蓄電量に余裕がないと判断した場合（ステップＳ２１６のＮｏ）、電力調達を許可する
応答を行い（ステップＳ２２０）、タービン発電装置等の発電装置を駆動して電力供給を
行うか、電力会社の大規模発電所３から調達を行うか、他のユーザ宅４から調達を行うか
等により、電力供給を行う（ステップＳ２２１）。なお、いずれから調達を行うかの判断
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にあたっては、コストを考慮する。
【００５８】
　このように、ユーザの蓄電分については、原則として共有された蓄電装置から返却を行
うが、共有された蓄電装置に電力の余裕がない場合であっても、他から調達して電力を供
給する。
【００５９】
　また、当該ユーザの蓄電量の範囲からの超過分については、制御装置２１は、他のユー
ザの蓄電分から売電を行うか（蓄電量に余裕がある場合に限る）、タービン発電装置等の
発電装置を駆動して電力供給を行うか、電力会社の大規模発電所３から調達を行うか、他
のユーザ宅４から調達を行うか等により調達が可能かを、コストを考慮して判断する（ス
テップＳ２２２）。
【００６０】
　調達が可能でないと判断した場合（ステップＳ２２２のＮｏ）、制御装置２１は、超過
分について電力調達要求を拒絶する応答を行う（ステップＳ２２３）。
【００６１】
　調達が可能であると判断した場合（ステップＳ２２２のＹｅｓ）、制御装置２１は、超
過分について電力調達要求を許可する応答を行う（ステップＳ２２４）。
【００６２】
　次いで、制御装置２１は、他のいずれかから電力を調達して電力供給を行う（ステップ
Ｓ２２５）。
【００６３】
　その後、制御装置２１は、スマートメータ４１からのユーザＩＤと調達電力量の通知が
あると、これを受信し、当該ユーザの蓄電量の範囲内であればユーザＩＤと対応付けられ
た蓄電量（図２）から調達電力量を減算し、超過分はユーザＩＤと対応付けて購入量とコ
ストを記録し、当該ユーザに売電した他のユーザ等がいればそのＩＤに売電量とコストを
記録する（ステップＳ２２６）。
【００６４】
　以上、ユーザ宅等で電力供給ニーズが発生した場合と電力調達ニーズが発生した場合の
処理例を説明したが、所定のタイミング（例えば、月に１回）で精算を行うことになる。
【００６５】
　例えば、ユーザに対して蓄電サービスを提供するという考え方をとれば、ユーザ毎に蓄
電量と蓄電期間に応じた料金（仮想蓄電装置の使用量）を課すことができる。また、ユー
ザが蓄電した電力を銀行預金のように、それを運用（他のユーザ等への売電）して利益を
得るための原資という考え方をすれば、ユーザに対し無料で仮想蓄電装置を使わせたり、
利益の一部を利息として支払ったりすることもできる。
【００６６】
　また、自己の所有する蓄電装置を共有蓄電装置として提供したユーザに対しては、蓄電
容量に応じた使用量を支払ったり、蓄電サービスを無料で使用させたりすることができる
。
【００６７】
　また、蓄電した電力を売電した場合には、売電したユーザ等にコストを支払う。
【００６８】
　その他、蓄電分以外から電力を供給した供給元には売電の対価を支払い、購入した側に
は対価の支払を求める。
【００６９】
　なお、上記の実施形態では事業者２が単数の場合について説明したが、スマートグリッ
ドネットワーク１を流れる通信データに事業者を識別可能な情報を付加することで一つの
スマートグリッドネットワーク１を多重化することにより、複数の事業者２が同様のサー
ビスを並行して提供することもできる。
【００７０】
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　また、スマートメータ４１Ａ～４１Ｃ、５１の機能の一部をクラウドサービスとしてネ
ットワーク上のサーバ等で実現するようにし、スマートメータがそれらの機能を利用する
形態とすることもできる。
【００７１】
　また、上記の実施形態では、制御装置２１が制御を行う、いわゆる中央制御型の構成を
示したが、制御装置２１の保持するデータや処理機能を各スマートメータに分散させ、自
律分散的に同様の処理を行うように構成することもできる（自律分散型）。例えば、図４
において電力供給ニーズが発生したスマートメータ４１は、同図の制御装置２１としても
動作し、他のスマートメータと通信を行って電力の受け入れを行う他のスマートメータを
決定することができる。同様に、図５において電力調達ニーズが発生したスマートメータ
４１は、同図の制御装置２１としても動作し、他のスマートメータと通信を行って電力の
供給を行う他のスマートメータを決定することができる。また、中央制御型と自律分散型
を混合した形態としてもよい。
【００７２】
　＜他のスマートメータの選択等の動作＞
　電力供給要求が出された場合の調達側や電力調達要求が出された場合の供給側となるス
マートメータを選択する際、すなわち、図４における蓄電量状況調査および蓄電装置の選
択（ステップＳ１１４、Ｓ１１７）、他へ電力供給可であるかの判断および電力供給（ス
テップＳ１１９、Ｓ１２１）、図５における蓄電量状況調査および蓄電装置の選択（ステ
ップＳ２１５、Ｓ２１８）、他からの調達（ステップＳ２２１）、図５における電力調達
可の判断および電力調達（ステップＳ２２２、Ｓ２２５）においては、売電条件や購入条
件の他に、電力の流入元と電力の流出先の遠近の程度を表わす「電力距離」を考慮するこ
とで、送電の途中での電力ロスを低減し、効率化を図ることができる。
【００７３】
　スマートグリッドネットワーク１においては、あるスマートメータから電力が流入する
のに対応させて他のスマートメータから電力が流出しても、直接に両者間を電力が流れる
わけではなく、あくまでも仮想的な電力の流れが認識されるだけである。しかし、マクロ
的に見て電力の供給と消費（調達）とに地域的な偏りが生ずる場合には電力ロスが問題と
なる。そこで、「電力距離」を導入し、電力の供給と消費の地域を近いものとすることで
、電力ロスを低減し、効率化を図ることができる。
【００７４】
　図６は電力距離の把握のための階層化アドレスの設定の例を示す図であり、所定の起点
（図示の例では大規模発電所を起点）から主要な分岐点を境にしてアドレスの上位から順
にユニークな番号を設定している。図示の例では、ユーザ宅Ｓのスマートメータアドレス
には「128.25.66.3」が、ユーザ宅Ａのスマートメータアドレスには「128.25.66.1」が、
ユーザ宅Ｂのスマートメータアドレスには「128.25.67.35」が、ユーザ宅Ｃのスマートメ
ータアドレスには「128.26.88.22」が、ユーザ宅Ｄのスマートメータアドレスには「129.
31.12.7」がそれぞれ設定されているとしている。
【００７５】
　ここで、ユーザ宅Ｓのスマートメータが電力供給要求もしくは電力調達要求の要求元と
なった場合、相手側の候補がユーザ宅Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄのスマートメータであるとして、ス
マートメータアドレス間の照合を行うと、
　Ｓ－Ａ間　128.25.66.xxでLongest Match
　Ｓ－Ｂ間　128.25.xx.xxでLongest Match
　Ｓ－Ｃ間　128.xx.xx.xxでLongest Match
　Ｓ－Ｄ間　不一致
となり、上位からの一致が多い順に地理的に近いと判断できる。図７は、ユーザ宅Ｓのス
マートメータを中心にユーザ宅Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄのスマートメータとの電力距離に応じてゾ
ーン分けしたものである。
【００７６】
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　図８は電力距離に基づくスマートメータの選択の処理例を示すフローチャートである。
【００７７】
　図８において、先ず、要求に応じる側の候補となるスマートメータを特定し（ステップ
Ｓ３０１）、要求元のスマートメータと候補となるスマートメータとの電力距離を取得す
る（ステップＳ３０２）。そして、電力距離の近いスマートメータから優先的に選択する
（ステップＳ３０３）。
【００７８】
　図９は電力距離に応じた選択確率に基づくスマートメータの選択の処理例を示すフロー
チャートである。
【００７９】
　すなわち、上述した電力距離の近い順に候補となるスマートメータを選択する手法の場
合、電力の供給や消費が定常的に非常に多いヘビーユーザが存在する場合、その周辺の他
のスマートメータが頻繁に選択されることとなり、システム全体としてのリソースの利用
に偏りが生ずる。そこで、電力距離に応じた選択確率に基づいて他のスマートメータを選
択することにより、その問題を解消することができる。
【００８０】
　図９において、先ず、要求に応じる側の候補となるスマートメータを特定し（ステップ
Ｓ３１１）、要求元のスマートメータと候補となるスマートメータとの電力距離を取得す
る（ステップＳ３１２）。そして、電力距離に応じた選択確率に基づいて候補となるスマ
ートメータから選択する（ステップＳ３１３）。
【００８１】
　電力距離と選択確率の関係は、例えば、次のように設定する。なお、ゾーンは図７に示
したものを前提としている。
【００８２】
　ゾーン＃１　選択確率：１／１０
　ゾーン＃２　選択確率：１／５０
　ゾーン＃３　選択確率：１／１００
　ゾーン＃４　選択確率：０
【００８３】
　なお、電力距離のゾーン分けにより選択確率を固定的に対応付ける場合について例示し
たが、更に、電力供給要求や電力調達要求の発生する頻度を考慮して選択確率を変化させ
てもよい。この場合、電力供給要求や電力調達要求の発生する頻度が高いほど選択確率が
低くなるように変化させる。これにより、ライトユーザに対しては近所のスマートメータ
が対応することが多くなり、ヘビーユーザに対しては多くのスマートメータが代わる代わ
る対応することとなる。
【００８４】
　なお、上記の処理は、制御装置２１が選択確率を考慮して選択することを想定している
が、候補を決めるのに先立ってスマートメータに問い合わせを行う際に要求元のスマート
メータアドレスを併せて通知し、問い合わせを受けたスマートメータが電力距離や要求の
頻度を把握した上で、上述した選択確率に相当する応答確率で応答を返すようにしてもよ
い。この場合、応答があったスマートメータを選択すればよい。
【００８５】
　また、選択確率／応答確率は、電力距離や要求の頻度に応じて決める場合に限られず、
各スマートメータを管理するユーザに設定させることもできる。例えば、単に応答確率を
設定させたり、許容もしくは拒否する要求元を特定したり、時間帯や電力量等を条件とし
て付したり、それらの組み合わせとしたりすることができる。
【００８６】
　＜総括＞
　以上説明したように、本実施形態によれば、次のような利点がある。
（１）蓄電装置を所有していないユーザであっても蓄電を行うことができ、自宅で発電し
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（２）スマートグリッドに接続可能な環境であれば、自分の充電分をどこでも使用するこ
とができる。例えば、外出先で自分の蓄電分から電気自動車に充電することが可能になる
。
（３）蓄電装置をシェアすることで蓄電装置の所有者に利益が還元される仕組を導入する
ことができ、大容量の蓄電装置を購入しても費用を回収できるため、蓄電装置の普及が促
進される。
（４）蓄電装置の存在によりピーク電力を平滑化でき、効率的な電力共有に貢献すること
ができる。
（５）電力距離に応じて電力供給要求および電力調達要求を満たすための相手方のスマー
トメータを決定することにより、システム全体の電力ロスを低減でき、効率を向上させる
ことができる。
（６）電力距離や要求の頻度に応じた選択確率／応答確率により電力供給要求および電力
調達要求を満たすための相手方のスマートメータを決定することにより、ヘビーユーザの
周辺のスマートメータに利用が集中することを防止することができる。
（７）選択確率／応答確率をユーザに設定させることで、ユーザの意思を尊重したシステ
ム運用を行うことができる。
【００８７】
　以上、本発明の好適な実施の形態により本発明を説明した。ここでは特定の具体例を示
して本発明を説明したが、特許請求の範囲に定義された本発明の広範な趣旨および範囲か
ら逸脱することなく、これら具体例に様々な修正および変更を加えることができることは
明らかである。すなわち、具体例の詳細および添付の図面により本発明が限定されるもの
と解釈してはならない。
【符号の説明】
【００８８】
　１　　　　　　　　　　　　スマートグリッドネットワーク
　２　　　　　　　　　　　　事業者
　２１　　　　　　　　　　　制御装置
　２２　　　　　　　　　　　スマートメータ
　２３　　　　　　　　　　　発電装置
　２４　　　　　　　　　　　蓄電装置
　３　　　　　　　　　　　　大規模発電所
　４、４Ａ～４Ｃ　　　　　　ユーザ宅
　４１、４１Ａ～４１Ｃ　　　スマートメータ
　４２、４２Ａ、４２Ｂ　　　発電装置
　４３、４３Ａ　　　　　　　蓄電装置
　４４、４４Ａ～４４Ｃ　　　電気製品
　５　　　　　　　　　　　　サービスステーション
　５１　　　　　　　　　　　スマートメータ
　５２　　　　　　　　　　　充電装置
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